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奈
亭

藤
原

宮

跡

所
在
地
　
　
　
奈
良
県
橿
原
市
縄
手
町

調
査
期
間
　
　
第
八
五
次
調
査
　
一
九
九
七
年

（平
９
）
四
月

発
掘
機
関
　
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
飛
鳥
藤
原
宮
跡
発
掘
調
査
都

調
査
担
当
者
　
代
表
　
猪
熊
兼
勝

遺
跡
の
種
類
　
宮
殿

・
官
行
跡

遺
跡
の
年
代
　
七
世
紀
末
―
八
世
紀
初
期

遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

こ
の
調
査
は
集
合
住
宅
建
設
に
伴
う
も
の
で
あ
る
。
調
査
区
は
藤
原
宮
西
方

官
行
南
地
区
に
あ
た
り
、
前
回
報
告
の
第
八
二
次
調
査
区
の
東
に
位
置
す
る
。

発
掘
面
積
は
七
〇
〇
ポ
で
あ
る
。

遺
構
面
は
三
面
あ
り
、
上
層
は
藤
原
宮
期
及
び
そ
れ
以
降
、
中
層
は
弥
生
ｔ

古
墳
時
代
、
下
層
は
弥
生
時
代
で
あ
る
。
上
層
の
藤
原
宮
期
の
遺
構
は
比
較
的

疎
ら
で
あ
り
、
調
査
の
重
点
は
、
中
層
で
検
出
し
た
水
田
遺
構
や
下
層
の
弥
生

集
落
で
あ
る
四
分
遺
跡
の
解
明
に
置
か
れ
、
弥
生
時
代
の
人
骨
の
残
る
土
壊
墓

な
ど
を
確
認
し
た
。

木
簡
が
出
土
し
た
の
は
上
層
で
検
出
し
た
近
世
の
小
土
坑
Ｓ
Ｋ
八
八
二

一
か

ら
で
、　
一
点
が
出
土
し
た
。

こ
の
他
、
大
極
殿
院
と
内
裏
の
境
界
部
分
に
あ
た
る
醍
醐
池
南
岸
の
護
岸
工

○ 本号収載分出土地

。 既出上分

▲ 奈良県調査出土地
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藤原宮木簡等出土地点略図



1997年出土の木簡

事
に
伴
う
事
前
調
査

（第
仝
二十
七
次
調
査
）
で
、
宮
中
心
部
を
南
北
に
縦
貫
す

る
南
北
大
溝
Ｓ
Ｄ

一
九
〇

一
Ａ
か
ら
木
簡

一
点
が
出
上
し
た
が
、
断
片
で
あ
り

釈
読
で
き
な
い
。

ま
た
、
飛
鳥
池
遺
跡
の

一
九
九
七
年
度
の
調
査

（飛
鳥
藤
原
第
八
四
次
調
査
）

で
も
多
数
の
木
簡
が
出
土
し
た
が
、
同
遺
跡
は

一
九
九
八
年
度
も
継
続
し
て
調

査
中
で
あ
り
、
ま
た
木
簡
に
つ
い
て
も
現
在
整
理
途
中
で
あ
る
た
め
、
次
号
に

併
せ
て
報
告
の
予
定
で
あ
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

「　
　
　
　
　
　
池
田
武

大
和
国
高
市

山
中
国
Ｈ

Ｈ
国

庁
∞
『
×

『
ｏ
×

Ｐ
∞
　

ｏ
Ｐ
｝

厚
み
の
あ
る
板
材
に
墨
書
し
た
も
の
で
、
四
周
は
原
形
を
と
ど
め
て
い
る
が
、

墨
痕
は
薄
い
。
荷
札
で
あ
ろ
う
。

９
　
関
係
文
献

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

『奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報

一
九
九
八
十

Ⅱ
』
（
一
九
九
八
年
）

同

『飛
鳥

・
藤
原
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
』

一
三

（
一
九
九
八
年
）

（寺
崎
保
広
）

□冨菖厨
Lと ≧

藤
原
宮
出
上
の

「大
贄
」
木
簡

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

『藤
原
宮
木
簡
』

一
の
一
九
二
号
の
上
部
接

続
断
片
が
確
認
さ
れ
、
完
形
の
荷
札
木
簡
と
な
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

「
＜
熊
野
評
大
贄
塩
塗
近
代
百
廿
隻
」
　
　
　
Ｎ卜受
］泉
∞
ｏ鵠

熊
野
評
は
後
の
丹
波
国
熊
野
郡
で
、
熊
野
評
の
木
簡
と
し
て
は
二
例
め

に
あ
た
る
。
近
代
の
貢
進
例
は
二
条
大
路
木
簡
の
志
摩
国
に
つ
ぐ
も
の
で

あ
る
。
「塩
塗
」
は
他
の
木
簡
に
み
え
る

「塩
染
」
と
同
義
で
、
銀
存
の

た
め
に
塩
を
ま
ぶ
し
て
貢
進
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
『延
喜
式
』
に

は
丹
波
国
の
諸
国
貢
進
御
贄
と
し
て
、
「塩
塗
年
魚
」
が
み
え
る
。

ち
な
み
に
、
『藤
原
宮
木
簡
』

一
で
は

「百
廿
隻
」
部
分
だ
け
し
か
掲

載
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
写
真
撮
影
以
前
に
盗
難
に
あ
っ
た
た
め
で

あ
る
。　
一
九
九
〇
年
に
な
っ
て
実
物
の
所
在
が
確
認
さ
れ
、
漸
く
完
形
の

大
贄
木
簡
と
し
て
日
の
目
を
見
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
（寺
崎
保
広
）


